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令和８年度 笠岡市一般廃棄物処理実施計画

１ 目 的

一般廃棄物処理計画実施計画は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号）及び笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成８年条例１８号）に基

づき，各年度の事業計画を定めるものである。

笠岡市では令和９年度におけるごみ排出量を令和３年度（基準年）実績に対し，

①ごみ総排出量を 10.6％（１人１日平均 804.3ｇ以下まで）削減，

②食品ロス量を令和４年度見込値に対し 35％（１人１日平均 31.8g 以下まで）削減

③リサイクル率を約 18.8％まで向上，

④最終処分量を約 6.2％（1,121 トン以下まで）削減

とする目標を「第２次笠岡市一般廃棄物処理基本計画後期計画」において定めた。

基本計画では，ごみの減量化・資源化を推進することにより，環境への負荷を低減し，

将来の子どもたちに，豊かな環境を残すこと，最終処分場の延命化やごみ中間処理施設の

処理経費を減らし財政的な効果への期待等について記載した。さらに，ものを大切にする

生活を広めることで，自然を，地球を，人の命を大切にする心を育むことにつながると考

える。

また，生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点に立ち，より快適で豊かな水環境を得

るため，公共下水道の整備，合併処理浄化槽の設置を進めることにより，生活排水を適正

に処理する必要がある。

基本計画では令和９年度における生活排水処理率を 79.8％まで上げるという目標を定

めた。

これらの目標を達成するため，市民･事業者･行政が，ともに「循環型社会の実現のため

みんなで学び・考え・行動する」という基本計画の基本理念に基づいて一般廃棄物処理に

取り組むものである。

２ 計画期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
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３ 計画目標及び減量化・資源化の目標

（１）計画目標

ア 市民１人１日平均のごみ総排出量

令和９年度における市民１人１日平均のごみ総排出量を令和３年度実績に対して，

10.6％削減する。

令和６年度も計画目標を達成したため，令和８年度はこれを維持することを目標

とする。

イ 市民１人１日平均の食品ロス量

令和９年度における市民１人１日平均食品ロス量を令和４年度見込に対して

35％削減する。

ウ リサイクル率

令和９年度におけるリサイクル率を令和３年度実績に対して 18.8％に上げる。

※①リサイクル率＝再資源化量÷ごみ総排出量×１００

実 績 目 標 計 画

Ｒ３(2021)

（基準年）

Ｒ６(2024)

（直近実績）
Ｒ８(2026) Ｒ９(2027)

１人１日平均

ごみ総排出量
899.3ｇ 799.4ｇ 799.4ｇ 804.3ｇ

比 較 100％ 11.1％減 11.1％減 10.6％減

実 績 目 標 計 画

Ｒ４(2022)

（基準年（見込））

Ｒ６(2024)

（直近実績）
Ｒ８(2026) Ｒ９(2027)

１人１日平均

食品ロス量
49.0ｇ 45.1g 38.7g 31.8ｇ

比 較 100％ 8%減 21％減 35％減

実 績 目 標 計 画

Ｒ３(2021)

（基準年）

Ｒ６(2024)

（直近実績）
Ｒ８(2026) Ｒ９(2027)

リサイクル率 ※① 17.6％ 15.3％ 18.3％ 18.8％
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エ 最終処分量

令和９年度における最終処分量を令和３年度実績に対して，6.2％削減する。

令和６年度も計画目標を達成したため，令和８年度はこれを維持することを目標

とする。

※②最終処分量：ごみ処理施設（中間処理施設）でのごみ処理工程で出た処理残渣のう

ち埋立処分した量

オ 生活排水処理率

令和９年度における生活排水処理率を 79.8％に上げる。

※③生活排水処理率＝水洗化・生活雑排水処理人口÷行政区域内人口

【参考】令和６年度の生活排水処理率

全国平均 93.7％，岡山県平均 89.5％，笠岡市 77.5％

実 績 目 標 計 画

Ｒ３(2021)

（基準年）

Ｒ６(2024)

（直近実績）
Ｒ８(2026) Ｒ９(2027)

最終処分量 ※② 1,195ｔ 985ｔ 1,169ｔ 1,121ｔ

比 較 100％ 17.6％減 2.2％減 6.2％減

実 績 目 標 計 画

Ｒ３(2021) Ｒ６(2024)
Ｒ８(2026) Ｒ９(2027)

（基準年） （直近実績）

生活排水処理率 ※③ 75.0％ 77.5％ 78.9％ 79.8％

行政区域内人口 46,484 人 44,165 人 42,657 人 41,892 人

非水洗化人口（計画収集人口） 9,634 人 8,260 人 7,182 人 6,679 人

水洗化・生活雑排水処理人口 34,866 人 34,247 人 33,663 人 33,424 人

公共下水道人口 24,542 人 24,018 人 23,368 人 23,134 人

漁業集落排水人口 148 人 127 人 138 人 136 人

合併浄化槽人口 10,176 人 10,102 人 10,157 人 10,154 人

水洗化・生活雑排水未処理人口
1,984 人 1,658 人 1,812 人 1,789 人

（単独浄化槽人口）
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４ 令和８年度の取り組み

（１）ごみの減量・リサイクルの推進

【家庭ごみ対策】

《本年度重点施策》

ア 製品プラスチックの一括回収・リサイクルの推進

令和７年 12 月から開始した家庭ごみ等で焼却処理されている製品プラスチック

の一部をプラスチック製容器包装と一括回収・リサイクルする制度の周知啓発を引

き続き行い，リサイクルの推進を図る。

イ ワンウェイプラスチック削減の啓発

「かさおかプラスチックごみゼロ宣言」を宣言し，レジ袋，ペットボトル,ストロ

ーなどの使い捨てプラスチックをできるだけ使用しないこと，やむを得ず使用した

際は分別回収を徹底することを市民・事業者に啓発する。

ウ 食品ロス削減の普及・啓発

「買いすぎない」「作りすぎない」「食べ残さない」をキーワードに，食品ロスを

削減できるよう,より多くの市民に,より簡単に，よりわかりやすく理解してもらえ

るよう情報発信の内容充実を図る。

①普及啓発・情報発信

啓発内容を充実させ、様々な媒体で継続して情報発信を行う。「冷蔵庫チェックシ

ート」，「フードバンク・フードアンドライフドライブ活動」，「食品ロス削減月間」，

「食品ロス削減の日」

②家庭での食品ロス削減推進

家庭での食品ロス削減対策の内容充実を図り新たな取り組みも検討する。

具体的には，家で「食材にあわせた保存方法」「食べられる量を作る」「残さなず

食べる」「き生ごみ３キリ運動（使いキリ・食べキリ・水キリ）」の実践。買い物で

「冷蔵庫の食材チェック」「食べられる量を買う」「てまえどり」の実践など。

③外食時の食品ロス削減推進

「３０１０（さんまるいちまる）運動（＝きちんと食べきる）」をＰＲする。

エ ごみ分別アプリの活用

ごみ分別アプリを活用し，ごみの出し方やごみ収集日をスマホで簡単に確認する

ことが出来るようになり，利用者を増やすことで更なるごみの減量化・資源化を図

る。

オ 情報発信・環境教育・啓発活動

ごみの減量化・資源化を図るために「４Ｒ運動」を普及・啓発する。学校教育・
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社会教育を問わず自主的にごみの発生抑制及び減量化に取り組めるよう，中間処理

施設の見学や出前講座等を積極的に行う。特に，子ども向けイベントに環境啓発ブ

ースを出展するなど，子育て世代を含めた若い世代への教育・啓発を強化する。

カ 廃棄物減量推進員制度

引き続き廃棄物減量推進員を中心に各地域での取組を継続していく。さらに今後

の本市の施策等へ反映するため，推進員に各地域での取組や問題点など様々な意見

を市に届けてもらう。

キ 指定ごみ袋制度の見直し

指定袋制度の見直しを行う。

直近のごみ排出実績を踏まえて，単純従量制移行への調査・検討を行う。

ク 生ごみ処理容器の普及促進

家庭ごみの中から分別収集対象品目を除くと，大きな割合を占める生ごみをでき

るだけ各戸で処理するよう，生ごみ処理容器の普及促進に努める。

生ごみの堆肥化を推進するため，生ごみ処理機の貸出事業を行う。

ケ 資源回収推進団体の維持拡大

家庭ごみの中から資源ごみをリサイクルにまわし，ごみの減量化・資源化を推進

するために，引き続き補助を行うとともに，制度の周知・啓発を行うことで，さら

なる資源回収推進団体の登録増に努める。

コ 分別徹底の啓発

資源ごみの分別について，さらなる習慣化・定着化を目標として，廃棄物減量推

進員とも連携し，分別徹底の啓発を行う。

サ 使用済み小型家電のリサイクル推進

小型家電リサイクル法の制度と回収品目・回収場所について周知徹底を図る。

使用済み小型家電回収への協力を呼びかける。小型家電の回収方法を検討する。

シ 収集運搬体制の効率化

島しょ部の収集頻度の少なさについて，出張所等での資源ごみの拠点回収を含め

て改善を検討する。

陸地部での資源ごみの拠点回収（市役所環境課庁舎及び吉田文化会館）について，

改めて周知し，利用拡大を図る。

ス ごみ出し場適正管理の支援

環境美化とごみの収集業務の効率化を図るため，補助金交付制度と防護ネットの

無償貸与制度を継続するとともに，地域でのごみステーションの適正管理を支援す

る。
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セ 水銀使用廃製品の適正処理

令和２年度から市内５箇所で開始した水銀使用廃製品（蛍光管，電池，水銀体温

計・血圧計等）の分別回収（拠点回収）について，利用状況を踏まえて，改善を検

討する。

ソ 笠岡市廃棄物減量等推進審議会の開催

前年度実績の評価，分析を反映させた一般廃棄物処理実施計画を毎年度策定する。

策定にあたっては，その考え方等を審議いただくため笠岡市廃棄物減量等推進審議

会を開催する。

【事業ごみ対策】

《本年度重点施策》

ア 焼却施設への適正搬入，資源ごみの搬入抑制

事業活動により発生する廃棄物の適正搬入を徹底するため，焼却処理申請の際に

事業活動及び廃棄物の内容をヒアリングし，産業廃棄物が事業系一般廃棄物として，

搬入されることがないよう指導する。分別意識の高揚を図り，あわせて，資源化を

進めるために，資源ごみの焼却処理を抑制するよう指導する。

イ 多量排出事業者の減量化・資源化の推進

多量排出事業者を笠岡市事業所ごみ減量化連絡会議委員に委嘱するとともに，多

量排出事業者から提出される「一般廃棄物減量等計画書」を活用して，事業ごみの

減量化・資源化を図る。

ウ 食品ロス削減の普及・啓発

フードバンク活動及び「３０１０（さんまるいちまる）運動」の推進に努める。

エ 事業所ごみ減量化連絡会議の開催

事業所ごみ減量化のために必要な施策を検討するとともに，減量化・資源化・効

率化を進めるために必要な取り組みを行う。

オ 「エコアクション２１」の周知

市内事業所に，中小企業でも取り組みやすい，環境省策定の環境マネジメントシ

ステム「エコアクション２１」を周知する。
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（２）し尿・浄化槽等汚泥の適正処理の推進

ア 水洗化の推進

公共下水道及び集落排水施設の整備を推進し，供用開始後３年以上経過した未接

続世帯については啓発を行い，水洗化率の向上を図る。

下水道整備区域外については，合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度を広

報することにより，合併処理浄化槽の普及促進を行う。

イ 適正処理の推進

し尿の収集・運搬及び処理を円滑に進めるとともに，公衆トイレの衛生的な維持

管理に努める。また，浄化槽の適正な維持管理指導，検査指導を行い，環境の保全

に努める。
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５ 収集･搬入計画

（１）区域,種類と収集搬入・処理処分の方法等

ア 区域 笠岡市全域

① ごみ

市環境課直営 委 託

可燃

富岡，中央町，笠岡，番町，

緑町，春日台，新横島，旭が丘，

美の浜，金浦，吉浜(鉄南），

生江浜，横島，入江，

神島外浦（水落地区を除く)，

高島，飛島，白石島，北木島町，

真鍋島，六島

城見台，西茂平，大井南，園井，今立，

馬飼，広浜，絵師，吉浜（鉄北)，大河，

相生，大冝，用之江，茂平，有田，押撫,

篠坂，入田，小平井，東大戸，西大戸，

吉田，関戸，尾坂，新賀，山口，走出，

甲弩，大島中，西大島，西大島新田，

神島，神島外浦（水落地区)，干拓地

不燃
高島，白石島，北木島町，

真鍋島，飛島，六島
陸地部全域

資源

容器包

装その

他プラ

以外

【陸地部】中央町，笠岡（宮地，

浜田，本町，住吉，正寿場，

川辺屋南，川辺屋北，殿川北，

殿川南，西本町西，西本町東），

一番町，緑町，春日台，新横島，

旭が丘，大井南，園井，今立，

馬飼，広浜，絵師，金浦（鉄北），

吉浜（鉄南，古比須），生江浜，

相生，吉田，関戸，東大戸，

【島しょ部】高島，白石島，

北木島町，真鍋島，飛島，六島

【Ａコース】富岡，笠岡（大磯，伏越）,

番町，美の浜，大井南，園井，

金浦（鉄南），生江浜，大河，大冝，

有田，押撫，篠坂，入田，東大戸，

西大戸，新賀，山口，走出，甲弩，

西大島，西大島新田，横島，神島，

平成町，カブト中央町，拓海町

【Ｂコース】富岡，笠岡（西本町西，西

の浜，追分），美の浜，城見台，西茂平，

大井南，吉浜（鉄北；古比須を除く），

用之江，茂平，小平井，尾坂，新賀，

山口，甲弩，大島中，西大島，横島，

入江

その他

プラ
市内全域
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② し尿

収集業者 地 区

市環境課直営

富岡，中央町，笠岡（下追分団地をのぞく)，番町，緑町，

新横島，美の浜，園井（大峠），横島，入江，神島外浦，

高島，飛島，六島，干拓地

アフタークリーン笠岡
旭が丘，金浦，吉浜（鉄南)，生江浜，走出，甲弩，

北木島町，真鍋島

クリーンシステム 大島中，西大島，西大島新田，神島，白石島

中国水道

城見台，西茂平，大井南（E ブロック），吉浜（鉄北)，

大河，相生，大冝，用之江，茂平，有田，押撫，篠坂，

入田

マルヨシ産業

笠岡（下追分団地)，春日台，大井南（A～D ブロック），

みの越，園井，今立，馬飼，広浜，絵師，小平井，

東大戸，西大戸，吉田，関戸，尾坂，新賀，山口
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イ 種類及び収集搬入方法

① ごみ（家庭から排出されるもの）

種 類 排 出 方 法 収 集 搬 入 方 法

可燃ごみ

市の指定袋に入れて排出する

木の剪定枝及び簾・よしず

のみ束ねて排出可 市が指定した曜日に，地区で指

定された場所で，市環境課直営

または委託業者による収集

不燃ごみ

市の指定袋に入れて排出する

指定袋に入らない蛍光灯管

及び 傘のみ束ねて排出可）

資

源

ご

み

容器包装

プラスチック

(その他プラ)

収集用ネットに入れる

市が指定した曜日に，地区で指

定された場所で，市環境課直営

による収集

缶

アルミ缶・スチール缶を分けず

に黄色のコンテナ（大）に入れ

る

市が指定した曜日に，地区で指

定された場所で，市環境課直営

または委託業者による収集

ガスボンベ缶

・スプレー缶 黄色のコンテナ（大）に入れる

金属類

びん

無色,茶色,

緑色,その他

それぞれ黄色のコンテナ（小）

に入れる

ペットボトル 収集用ネットに入れる

布 類 紐で縛るか透明の袋に入れる

紙類

新聞紙 , 雑

紙 ダ ン ボ ー

ル,紙パック,

それぞれ紐で縛って排出。雑紙

は雑誌などと一緒に縛るか,同

質の紙袋に入れる

使用済

小型家電

市環境課へ直接搬入するか，各

地区に設置された回収ボックス

に投入する

随時，各地区の回収ボックスで

市環境課直営による収集
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② ごみ（事業活動に伴って生ずる一般廃棄物）

③ し尿及び浄化槽等汚泥

種 類 排 出 方 法 収 集 搬 入 方 法

水銀使用廃製品

市環境課へ直接搬入するか，

拠点場所に設置された回収ボッ

クスに投入する

随時，拠点場所の回収ボックス

で市環境課直営による収集

粗 大 ご み

市の搬入許可を受ける
排出者自らが市の指定する

搬入先へ搬入

粗大ごみ収集券を貼付して排出
市の指定する場所で市環境課

直営による収集

地域清掃，その他
市担当課による指定ごみ袋で

排出
随時，市環境課直営または

市担当課による収集
不 法 投 棄 ―

市民団体による資

源回収（廃品回収）

資源回収業者の定める方法で

排出
資源回収業者との契約による

種 類 排 出 方 法 収 集 搬 入 方 法

一般廃棄物収集運

搬許可業者が収集

する場合

市民または事業者と一般廃棄

物収集運搬許可業者との契約

内容による

市民または事業者と一般廃棄

物収集運搬許可業者との契約

内容による

事業者が自ら搬入

する場合
―

市が指定する施設へ事業者が

自ら搬入（可燃ごみのみ）

種 類 収 集 搬 入 方 法

し 尿
市環境課直営または委託業者（直営収集地域以外）が収集し，委

託業者が処理施設へ搬入する

浄化槽等汚泥
一般廃棄物収集運搬業の許可を有する浄化槽清掃許可業者が浄

化槽管理者等の依頼に基づき収集
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（２）事業活動に伴って生じる一般廃棄物及び一時多量ごみの搬入先

事業活動に伴って生じる一般廃棄物及び一時多量ごみは，次の表の市が指定する施

設に排出者自ら搬入する。

６ 中間処理計画

（１）資源化施設(一部事務組合)

（２）破砕処理施設(一部事務組合)

（３）焼却施設(一部事務組合)

（４）し尿処理施設(一部事務組合)

搬 入 先 所 在 地 搬 入 物

岡山県西部環境整備施設組合

里庄清掃工場
里庄町新庄 3655

可燃ごみ，

可燃系粗大ごみ

岡山県西部衛生施設組合

井笠広域資源化センター
笠岡市平成町 105

不燃ごみ（公共のみ）

不燃系粗大ごみ（公共のみ）

施 設 名 対 象 物 処 理 量

岡山県西部衛生施設組合

リサイクルプラザ

びん（生きびんを除く）・

プラスチック容器包装

（白色トレイ・ペットボトルを除く）・

布・水銀使用廃製品

一部事務組合の

処理計画による

施 設 名 処 理 量

岡山県西部衛生施設組合

井笠広域資源化センター
一部事務組合の処理計画による

施 設 名 処 理 量

岡山県西部環境整備施設組合

里庄清掃工場
一部事務組合の処理計画による

施 設 名 処 理 量

岡山県西部衛生施設組合

井笠広域クリーンセンター
一部事務組合の処理計画による
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７ 最終処分計画

処 分 場 名 処 分 方 法

岡山県西部衛生施設組合

井笠広域一般廃棄物埋立処分場（井原市高屋町）
一部事務組合の処理計画による


